
 

 

 

 

第第第第    １１１１    部部部部            

    

広島県広島県広島県広島県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの現状現状現状現状    

（注）コメント欄の     の中には，データやグラフの特徴を記載しています。 データを更新したものには   印を，新たに掲載したものには   印を付けています。    また，    の部分には，参考として全国データを記載しています。 



 



 

１１１１    データデータデータデータからからからから見見見見たたたた県県県県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの現状現状現状現状     
環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり        ■■■■    働働働働    くくくく    場場場場                                                                                                                                                        雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数のののの推移推移推移推移         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数のののの構成構成構成構成割合割合割合割合のののの推移推移推移推移     
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(千人)

 １１１１    雇用者雇用者雇用者雇用者             
 

      平成 24（2012）年の女性雇  用者数は 540千人で，男女雇用  機会均等法施行（昭和 61（1986）年）前の昭和 57（1982）年と比較すると，30年間で 187千人（53.0％）増加しています。   一方，男性雇用者数は 698千  人で，33千人（5.0％）の増加  となっています。 

   雇用形態別に見ると，平成  24（2012）年の正規の職員・従  業員の割合では，女性は 40.9％  で，男性の 73.8％を大きく下回  っています。   一方，パート，アルバイトと  その他（労働者派遣事業所の派  遣社員など）の非正規就業者の  割合では，女性は 55.4％（平成
19（2007）年度は 52.6％）で，  男性の 18.2％（平成 19（2007）年度は 17.5％）を大きく上回っ  ており，男女ともに上昇しています。 

（注）雇用形態：雇用者を勤め先での呼称によって，「正規の職員・従業員」，「パート，  アルバイト」，「その他」（労働者派遣事業所の派遣社員など），「役員」の四つに区分  資料：総務省「就業構造基本調査」  

雇 用 者雇 用 者雇 用 者雇 用 者 のうちのうちのうちのうち 「「「「 正 規正 規正 規正 規 のののの 職職職職員員員員・・・・従業員従業員従業員従業員」」」」のののの割合割合割合割合はははは    女性女性女性女性 44440.90.90.90.9％，％，％，％，男性男性男性男性 77773333....8888％％％％ 
注意事項：百分率の合計については，四捨五入の関係で      100.0％にならない場合があります。 

－5－ 

 
【男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）】 
  雇用の分野において，男女の意欲・能力に応じた均等な機会や待遇を確保するため，昭和 61（1986）年に施行。平成 11（1999）年には，募集・採用，配置，昇進等における女性に対する差別の禁止などを盛り込んだ改正法が施行されました。また，平成 19（2007）年には，「性別による差別禁止の範囲の拡大」，「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」などを盛り込んだ改正法が施行されました。 

【女性】 
【男性】 

【女性】 
【男性】 221 235 233 289 290 247 239 

236 219 211 185 155 115 88 
540 540 540 540 542 542 542 542 520 520 520 520 519 519 519 519 484 484 484 484 392 392 392 392 353 353 353 353 

0 100 200 300 400 500 600 700 80024年（2012）19（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982）
(千人)

正規の職員・従業員 パート，アルバイト 役員 その他

40.9 43.4 44.8 55.7 59.9 63.0 67.7 
43.7 40.4 40.6 35.6 32.0 29.3 24.9 

11.7 12.2 9.6 4.2 3.9 3.3 4.8 
24年（2012）19（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982） 正規の職員・従業員 パート，アルバイト 役員 その他

73.8 72.8 76.9 81.7 84.4 85.6 87.1 
9.9 9.2 8.5 6.2 3.8 3.4 2.1 

8.3 8.3 5.3 2.9 3.0 3.0 3.8 
24年（2012）19（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982）

(%) 

(%) 



 

 
 

（注） 非正規雇用比率=（非正規の職員･従業員）／(正規の職員･従業員＋非正規の職員･従業員)×100。     平成13年以前は「労働力調査特別調査」の各年2月の数値，平成14年以降は「労働力調査(詳細集計)」の各年平均の数値により作成。 「労働力調査特別調査」と「労働力調査詳細集計」とでは，調査方法，調査月等が相違することから，時系列比較には注意を要する。 資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。 

夫婦夫婦夫婦夫婦のののの就業就業就業就業・・・・非就業別非就業別非就業別非就業別にににに見見見見たたたた夫婦夫婦夫婦夫婦のいるのいるのいるのいる一般世帯数一般世帯数一般世帯数一般世帯数のののの推移推移推移推移     夫妻ともに 非就業者の世帯  その他 平成 22年の夫婦のいる一般世帯数の総数は 672,015世帯となっています。  夫婦とも就業者の世帯は
299,885 世帯で，全体に占める割合は 44.6%となっています。このうち，夫婦とも雇用者の世帯は
230,485 世帯で，昭和 55 年から
59,868世帯増加しています。  夫が就業者，妻が非就業者の世帯は平成 22年は 187,350世帯となっており，昭和55年から89,213世帯減少しています。また，全体に占める割合は27.9％となっています。    
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16.4 50.625.9 40.947.6 53.842.6 58.440.6 65.415～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳

41.1 43.0 45.0 53.8 58.3 60.6 66.1 
42.9 40.7 41.4 37.7 33.5 31.7 26.0 

12.8 12.4 9.4 4.5 4.0 4.0 4.7 【女性】
71.4 72.5 75.8 80.9 81.4 83.2 84.1 

10.0 9.1 8.5 6.3 5.0 4.0 2.8 
10.2 9.0 6.5 3.9 4.1 4.3 4.8 

24年(2012)19（2007）14（2002）9（1997）平成4（1992）62（1987）昭和57（1982） 【男性】
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【【【【参考参考参考参考】】】】年齢階級別非正規雇用比率年齢階級別非正規雇用比率年齢階級別非正規雇用比率年齢階級別非正規雇用比率のののの推移推移推移推移((((全国全国全国全国))))    

【【【【参考参考参考参考】】】】雇用形態別雇用形態別雇用形態別雇用形態別にににに見見見見たたたた雇用者雇用者雇用者雇用者のののの構成割合構成割合構成割合構成割合(%)(%)(%)(%)のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国））））    

－6－ 
 

（注）雇用形態：雇用者を勤め先での呼称によって，「正規の職員・従業員」，「パート，アルバイト」，「その他」(労働者派遣事業所の派遣社員など)， 「役員」の四つに区分 資料：総務省「就業構造基本調査」 
             

 

資料：総務省「国勢調査」 
             （ ）の数は夫婦とも 就業者のうち，夫婦とも 雇用者の世帯  夫婦とも 就業者の世帯 

 夫が就業者 妻が非就業者の世帯  （ ）の数は夫婦とも 就業者のうち，夫婦とも 雇用者でない世帯 



 

 

（注）労働力率：15 歳以上人口に占める労働力人口の割合    平成 17（2005）年調査からは労働力状態不詳を除いて算出している。 
             労働力人口  （就業者（休業者を含む）          と完全失業者）       
 15 歳以上人口   非労働力人口 （主に家事従事，学生，         高齢者等）     

 資料：総務省「国勢調査」 

        年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
    

 

２２２２    労働力率労働力率労働力率労働力率          
 

 

 

   労働力率は，男性は 20 歳代  後半から 50 歳代までを山とす  る台形を描いています。   一方，女性は 30歳代を谷と   するＭ字カーブを描いていま  す。これは，結婚，出産を契機  に職場を離れ，子育てが一段落  したところで再就職するという  就業パターンを持つ人が多く，  それがＭ字カーブの要因となっ  ているものと考えられます。近  年，このＭ字カーブは上方へシ  フトする傾向にあります。 
 また，女性の労働力率には配  偶者の有無で大きな違いが現れ  ています。 

 

 

 

 

 

 

    

女性女性女性女性のののの労働力率労働力率労働力率労働力率はははは 30303030 歳代歳代歳代歳代をををを谷谷谷谷とするとするとするとするＭＭＭＭ字字字字カーブカーブカーブカーブ 

女性女性女性女性のののの年齢別年齢別年齢別年齢別，，，，配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率配偶関係別労働力率    

－7－ 

【【【【参考参考参考参考】】】】女性女性女性女性のののの年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率年齢別労働力率（（（（国際比較国際比較国際比較国際比較））））    

米国の「15～19 歳」は「16～19 歳」。 日本は総務省「労働力調査（基本調査）」(平成 25 年），その他の国はＩＬＯ“ＬＡＢＯＲＳＴＡ”より作成。 日本は平成 25 年，その他の国は平成 22 年の数値。ただし，ドイツの 65 歳以上は平成 20 年。 

〔〔〔〔平成平成平成平成 22222222（（（（2010201020102010））））年年年年〕〕〕〕 
16.3 
74.9 96.1 97.5 97.6 97.4 97.3 96.5 94.4 79.1 

33.6 14.9 14.9 14.9 14.9 
70.8 70.8 70.8 70.8 76.7 76.7 76.7 76.7 68.1 68.1 68.1 68.1 69.1 69.1 69.1 69.1 74.8 74.8 74.8 74.8 78.0 78.0 78.0 78.0 75.2 75.2 75.2 75.2 65.1 65.1 65.1 65.1 48.7 48.7 48.7 48.7 

15.9 15.9 15.9 15.9 020
4060
80100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

（％）
【女性】昭和60(1985)年平成12(2000)年

【男性】
平成17(2005)年

平成22(2010)年
平成平成平成平成22(2010)22(2010)22(2010)22(2010)年年年年 昭和60(1985)年

76.7 68.1 69.1 53.6 54.5 60.7 
92.9 91.5 89.8 

020
4060
80100

15～19  20～24    25～29    30～34    35～39    40～44    45～49    50～54   55～59    60～64    65歳以上

(%)
女性総数配偶者有配偶者無

79.0 79.0 79.0 79.0 70.1 70.1 70.1 70.1 69.6 69.6 69.6 69.6 73.1 73.1 73.1 73.1 78.0 69.8 54.6 65.986.7 73.8
020406080100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

(%)
日本 ドイツ韓国 スウェーデン米国



 

66.1 67.8 67.6 68.8 67.1 67.1 68.1 69.0 70.6 69.3 71.9 72.1 72.7 
43.9 44.0 44.4 45.2 46.3 46.8 47.7 48.5 49.1 49.5 50.3 50.5 50.7 50.7 48.9 49.9 50.6 52.5 52.6 53.8 53.3 54.8 54.7 55.5 55.2 57.5 

4050607080

平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年
一般労働者（女性）の給与水準短時間労働者（女性）の給与水準短時間労働者（男性）の給与水準一般労働者(男性）を100とした場合の

05001,0001,5002,000
平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年
872 885 1,011958 1,007 1,1071,326 1,261 1,3911,913 1,812 1,855(円/1時間当たり)                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均平均平均平均所定内給与格差所定内給与格差所定内給与格差所定内給与格差のののの推移推移推移推移     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【【【【参考参考参考参考】】】】労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均所定内給与格差平均所定内給与格差平均所定内給与格差平均所定内給与格差のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国））））    

    

３３３３    労働者労働者労働者労働者のののの賃金賃金賃金賃金     

 

 

 

  一般労働者（女性）の１時間  当たり平均所定内給与額は，   平成 25（2013）年で一般労働者  （男性）の 75.0％であり，男女  間の差には，依然として開きが  あります。     また，一般労働者（男性）と男女の短時間労働者の給与格差について見ると，一般労働者 （男性）の給与水準を 100としたとき，短時間労働者（女性）は 54.5，短時間労働者（男性）は 59.7となっています。 

女 性女 性女 性女 性 のののの 給 与 額給 与 額給 与 額給 与 額 はははは 男 性男 性男 性男 性 のののの    75.075.075.075.0％％％％ 

－8－ 

労働者労働者労働者労働者のののの１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり平均所定内給与額平均所定内給与額平均所定内給与額平均所定内給与額のののの推移推移推移推移 

（注）所定内給与額：きまって支給する現金給与額のうち，超過労働給与額を差し引いた額     1 時間当たり平均所定内給与額： 各年 6 月分として支給された平均所定内給与額を同月の平均所定内  実労働時間数で除して算出している。    一 般 労 働 者      ：短時間労働者以外の労働者     短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の  所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者  資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

69.3 64.5 68.2 67.9 66.5 69.6 67.1 68.3 70.8 72.5 71.9 73.2 75.0 
45.6 42.5 43.2 48.0 47.7 48.8 50.1 48.5 53.0 52.3 52.4 51.9 54.5 50.1 49.2 49.3 53.5 56.1 55.6 60.2 57.6 59.8 64.1 57.7 56.8 59.7 

4050607080

平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年

一般労働者（女性）の給与水準短時間労働者（女性）の給与水準短時間労働者（男性）の給与水準一般労働者（男性）を100とした場合の

短時間労働者（女性） 短時間労働者（男性）一般労働者（女性） 一般労働者（男性）



 

                    （注）調査対象は，5 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5～9 人の事業所については企業規模が 5～9人の事業所に限る。)及び 10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した事業所。 資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

8.7 22.3 19.9 16.2 
0 10 20 30 40301人以上101～300人100人以下平成25(2013)年度

(%)

1.3 5.12.0 8.5 4.6 15.4
02468

10121416
平成元 4 7 10 13 16 19 22 25

(%)
(年)

民間企業の部長相当民間企業の課長相当民間企業の係長相当

            
            女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの登用状況登用状況登用状況登用状況         〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合    〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕 
 
 
 
         
   
 
 
 
 
 女性女性女性女性をををを管理職管理職管理職管理職にににに登用登用登用登用しないしないしないしない理由理由理由理由    〔〔〔〔平成平成平成平成 25252525（（（（2013201320132013））））年度年度年度年度〕〕〕〕    〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    （「登用していない」と回答した事業主） 複数回答 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                    
    
    
    
    
    

    【【【【参考参考参考参考】】】】民間企業民間企業民間企業民間企業のののの役職別管理職役職別管理職役職別管理職役職別管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性割合女性割合女性割合女性割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国））））                                                                                            〔常用労働者 100 人以上の企業〕 
    
    
    
    

34.1 37.1 29.5 
64.0 62.4 67.3 

1.9 0.5 3.2 
0% 50% 100%25年度(2013)24年度(2012)平成11(1999)

－9－ 

４４４４ 県内事業所県内事業所県内事業所県内事業所のののの管理職管理職管理職管理職     

    
 

 

 女性を管理職（課長相当職以上）に登用している事業所の割合は 34.1％で，平成 24（2012）年度の 37.1％に比べ 3ポイント低下しています。また，登用して い な い 事 業 所 の 割 合 は
64.0％で，前年度の 62.4％に比べ 1.6 ポイント上昇しています。    管理職に占める女性の割合は
16.2％となっています。また，
300 人未満の事業所の方が割合が高くなっています。      女性を管理職に「登用していない」と回答した事業主があげる主な理由は，「適当な職種・業務が無い」（29.3％）が最も多く，次いで「十分な経験能力を有する女性がいない」（23.1％）となっています。   女性の職業能力開発や職域拡大等による人材育成が課題となっています。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職をををを登用登用登用登用していしていしていしているるるる事業所事業所事業所事業所のののの割合割合割合割合はははは 34.134.134.134.1％，％，％，％，    管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割割割割合合合合はははは 16.216.216.216.2％％％％    

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社（平成 11（1999）年度は 2,000 社） 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 24（2012），25（2013）年度） 広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 11（1999）年度）  

登用している              登用していない                無回答 

（内訳）  

12.5 0.5 1.2 3.4 5.7 6.1 8.8 12.0 23.1 29.3 
0 5 10 15 20 25 30その他保育所に入所出来ない事を理由に退職してしまう職場の人間関係がうまくいかなくなる仕事がきつく，女性には無理女性は勤続年数が短い会社(経営者）の方針女性が希望しない女性の業務が主として補助的業務であるから十分な経験能力を有する女性がいない適当な職種,業務が無い

(%)



 

進めた方が良い46.0% できれば進めた方が良い44.4% 0% 50% 100%

是非就いてほしい23.0% 是非就いてほしい20.0% 本人が望むなら就いてもよい 72.1% 本人が望むなら就いてもよい 78.1% 
0% 50% 100%男性従業員女性従業員        女性女性女性女性がががが管理職管理職管理職管理職にににに就就就就くことについてくことについてくことについてくことについて    〔〔〔〔男女男女男女男女従業員調査従業員調査従業員調査従業員調査〕〕〕〕        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    女性女性女性女性ののののキャリアキャリアキャリアキャリア形成形成形成形成（（（（就業継続就業継続就業継続就業継続））））についてについてについてについて    〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    
    
    
    
    
    
    【【【【進進進進めためためためた方方方方がががが良良良良いいいい理由理由理由理由】】】】    （「進めた方が良い」「できれば進めた方が良い」と回答した事業主）複数回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
        女女女女性性性性のののの能力発揮能力発揮能力発揮能力発揮にあたってにあたってにあたってにあたって，，，，どのようにどのようにどのようにどのように職業意識職業意識職業意識職業意識のののの向上向上向上向上をををを図図図図っているっているっているっているかかかか         〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    (複数回答)    
    
    

    女性が管理職に就くことについては，「是非就いてほしい」，「本人が望 むなら 就い てもよい」と回答した割合が男女従業員とも 90％以上となっています。  

 

 

 

 

 女性のキャリア形成（就業継続）については，「進めた方が良い」，「できれば進めた方が良い」と回答した事業主が 90.4％となっています。  その主な理由としては，「能力がある女性が辞めてしまうのは損失」（66.1％），「会社にとってメリットがある」（32.0％）などとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

   女性の能力発揮にあたって，どのように職業意識の向上を図っているかについては，「責任ある仕事を任せる」が 71.9％で最も多く，次いで「仕事と家庭の両立支援」（33.1％），「仕事の配分や教育訓練において男女同様に扱う」（30.6％）となっています。  

 

 

 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 25(2013)年度） －10－ 

できれば就いてほしくない 0.6% 無回答 1.2% 絶対就いてほしくない 0.2%
無回答 0.3% できれば就いてほしくない 3.8% 絶対就いてほしくない 0.8%

進めない方が良い 2.8％ その他・無回答 6.8％ 
（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」(平成 23（2011）年度) 

12.5 2.9 11.4 16.5 32.0 66.1 
0 20 40 60 80その他・無回答女性の管理職登用のためダイバーシティを進めるため経済の活性化など社会のため会社にとってメリットがある能力がある女性が辞めてしまうのは損失

(%)

10.7 3.0 5.1 9.8 15.6 19.8 21.1 30.6 33.1 71.9 

0 20 40 60 80その他・無回答女性の積極的活用に対する男性従業員の意識啓発の実施女性リーダー制や女性プロジェクトチームの導入女性に対する教育訓練の充実管理職への女性の登用自己啓発の促進会議等への女性の出席機会の拡大仕事の配分や教育訓練において男女同様に扱う仕事と家庭の両立支援責任ある仕事を任せる

(%)



27.2 27.5 28.0 28.2 28.4 28.7 28.9 29.5 29.3 29.9 31.1 31.7 33.0 34.0
4.9 5.5 5.4 5.8 5.9 6.4 5.0 5.4 5.9 5.7 5.1 5.3 6.0 6.5
4.3 4.5 4.8 4.9 4.8 5.0 5.1 5.4 5.7 6.0 6.4 6.5 6.8

34
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平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26年

(管理職の割合：%)(職員の割合：%) 女性職員割合（県）女性管理職割合（県）女性管理職割合（全都道府県）

                                                                                                                県職員県職員県職員県職員のののの採用状況採用状況採用状況採用状況 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    職員及職員及職員及職員及びびびび管理職管理職管理職管理職のののの状況状況状況状況（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県････市町市町市町市町））））     
    区  分 総数（人） 女性（人） 男性（人） 女性割合（％） 県 職員数 6,223 2,113 4,110 34.0 管理職 369 24 345 6.5 市町 職員数 26,122 9,891 16,231 37.9 管理職 2,378 307 2,071 12.9 

 
 （注）職員数には，教員は含まない。    県の職員数は，知事部局，教育委員会事務局，議会事務局，各行政委員会，企業局  及び病院事業局の一般職職員数。なお，平成 19（2007）年からは，県立大学教員は  含まない。  県の管理職数は，平成 23（2011）年からは，課長級以上により集計。     市町の職員数は，市町長部局，教育委員会事務局，議会事務局，各行政委員会等及び公営企業の水道局等の一般職職員数  
        

    
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 

45 14 26 30 27 33 43 56 55 7985 19 31 36 27 46 75 84 66 85130 33 57 66 54 79 118 140 121 16434.6 42.4 45.6 45.5 50.0 41.8 36.4 40.0 45.5 48.2 
0102030405060

020406080100120140160180
平成13(2001) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23(2011) 24(2012) 25(2013) 26年度(2014)

(人) (%)男性 女性 女性割合５５５５ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの職員及職員及職員及職員及びびびび管理職管理職管理職管理職 
    

   
   平成 26（2014）年度の県職 員の採用者数は 164人で，女性

79 人（48.2％），男性 85 人（51.8％）となっています。   
 

 
 

 

 

 

   平成 26（2014）年 4 月 1 日  現在の県職員は 6,223 人で，  女性職員 2,113 人（34.0％），  男性職員 4,110 人（66.0％）と  なっています。   このうち管理職（課長相当職 以上）にある女性職員は 24人 で，全管理職 369人に占める 割合は 6.5%となっています。 
   また，県内の市町職員は  26,122 人で，女性職員 9,891  人（37.9％），男性職員 16,231  人（62.1％）となっています。   このうち管理職（課長相当職  以上）にある女性職員は 307人  で，全管理職 2,378人に占める  割合は 12.9％となっています。   

県職員県職員県職員県職員のののの採用者採用者採用者採用者にににに占占占占めるめるめるめる女性割合女性割合女性割合女性割合はははは 44448.28.28.28.2％％％％    

県県県県，，，，市町市町市町市町ともともともとも女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの割合割合割合割合はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向    （注）各年 4 月 1 日現在    採用者数：採用者数：大学卒業程度試験，社会人経験者等試験，短期大学卒業程度試験，高校卒業程度試験及び身体に障害がある人を対象とした試験による採用者の合計 資料：広島県人事委員会調べ  

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 

〔平成 26(2014)年 4月 1日現在〕 

〔〔〔〔    県県県県    〕〕〕〕    

－11－ 
（注）平成 26（2014）年 4 月 1 日現在の全都道府県の女性管理職割合は， 内閣府が平成 26（2014）年度内に公表見込 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 



                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        教員教員教員教員，，，，校長校長校長校長，，，，副校長副校長副校長副校長・・・・教頭教頭教頭教頭にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区  分 教 員 数 校 長 副校長・教頭 総数 女性 男性 総数 女性 男性 総数 女性 男性 小学校 9,401 6,348 3,053 495 169 326 516 190 326 中学校 5,549 2,416 3,133 238 22 216 276 33 243 高等学校 5,459 1,710 3,749 131 5 126 181 10 171 特別支援学校 1,328 807 521 16 5 11 28 8 20 県全体 
21,737 

11,281 10,456 
880 

201 679 
1,001 

241 760 

 割合（％） 51.9 48.1 22.8 77.2 24.1 75.9 【参考】全国 
988,603 

489,663 498,940 
35,756 

4,880 30,876 
41,591 

6,550 35,041 

 割合（％） 49.5 50.5 13.6 86.4 15.7 84.3 

  
 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    ６６６６    教員教員教員教員のののの状況状況状況状況     

    

    

    

    

   平成 25（2013）年度の県内  の小・中・高等学校，特別支援  学校の教員数は，21,737人で，  女性 11,281 人（51.9%），男性  10,456人（48.1%）と，男女比  率はほぼ同率となっています。   このうち，女性管理職の状況  を見ると，校長は 22.8％，副校長・教頭は 24.1%となっています。 
 

教員数教員数教員数教員数のののの男女比率男女比率男女比率男女比率はほぼはほぼはほぼはほぼ同率同率同率同率    女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの割合割合割合割合はははは校長校長校長校長22.822.822.822.8％，％，％，％，副校長副校長副校長副校長・・・・教頭教頭教頭教頭 24.124.124.124.1％％％％ 

－12－ （単位：人） 

〔〔〔〔    市町市町市町市町    〕〕〕〕     

（注）平成 26（2014）年 4 月 1 日現在の全市（区）町村の女性管理職割合は， 内閣府が平成 26（2014）年度内に公表見込 全市（区）町村の女性管理職割合は，平成 14（2002）年から集計  

 資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進  状況」，広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会調べ 

（注）国立・公立・私立の小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の計 資料：文部科学省「学校基本調査」（平成 25（2013）年度） 

67.5 43.5 31.3 60.8 51.9 34.1 9.2 3.8 31.3 22.8 36.8 12.0 5.5 28.6 24.1 020406080

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 全体

(%) 教員に占める女性の割合校長に占める女性の割合副校長・教頭に占める女性の割合

39.9 39.9 39.9 40.1 38.5 38.2 38.1 38.2 38.3 38.9 39.9 40.6 40.8 37.9
8.9 9.6 9.7 10.0 8.9 8.8 9.3 10.9 10.9 11.3 11.9 12.3 12.0 12.9 

7.0 7.2 7.6 7.8 7.9 8.6 8.9 9.3 9.8 10.4 11.0 12.2 
68
101214

01020304050

平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26年

(管理職の割合%)(職員の割合%) 女性職員割合（県内市町） 女性管理職割合（県内市町）女性管理職割合（全市（区）町村）



 

    ■■■■    職業生活職業生活職業生活職業生活とととと家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活のののの両立両立両立両立                                                                                                                        

  育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定規定規定規定のののの有無有無有無有無    〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

            介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定規定規定規定のののの有無有無有無有無        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

１１１１    育児育児育児育児・・・・介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度     

    

 

 

 

 

      育児休業制度については
61.6％の事業所で就業規則等に規定されています。 介 護 休 業 制 度 に つ い て は
50.4％の事業所で就業規則等に規定が整備されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社  資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 24（2012），25（2013）年度）  

育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度はははは 61.661.661.661.6％，％，％，％，介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度はははは 50.450.450.450.4％％％％のののの事業所事業所事業所事業所でででで整備整備整備整備 

 【介護休業】  対象家族（※）を 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする男女労働者が対象で，対象家族 1人につき，常時介護を必要とする状態ごとに 1 回，通算して 93 日を限度として取得できます。 
 （※対象家族）  配偶者，父母・子・配偶者の父母， 労働者が同居し，かつ扶養してい  る祖父母，兄弟姉妹，孫 

－13－ 

 
【育児休業】  1 歳に満たない子を養育する男女労働者が対象（※）で，子が 1歳(父母がともに育児休業を取得する場合は 1歳 2か月，保育所に入所できないなど一定の場合は 1 歳 6 か月)に達するまで取得できます。 
 （※）日々雇用される者や，労使協定により除外された一定の範囲の労働者は除きます。 

 

【【【【参考参考参考参考】】】】    育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況（（（（全国全国全国全国））））    
      平成 22（2010）年度  規定あり 68.3％ 
   平成 24（2012）年度  規定あり 72.4％ 
    介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況（（（（全国全国全国全国））））    
   平成 23（2011）年度  規定あり 67.1％ 
   平成 24（2012）年度  規定あり 65.6％ 
 （注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所      平成 23 年度の数値は岩手県，宮城県及び福島県を除く。  資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 22（2010）～24（2012）年度）  

整備状況整備状況整備状況整備状況    

（内 訳） 
    制度として明文化されていないが，         検討中 無回答 ある   慣行としてある                 ない       

    制度として明文化されていないが，         検討中 無回答  ある   慣行としてある                ない      
（内 訳） 

93.3 94.3 57.3 61.6 64.0 
3.3 

5.0 4.5 5.4 
1.4 27.7 24.5 23.4 
1.4 7.7 6.9 6.8 

3.3 2.9 2.4 2.5 0.4 
0% 50% 100%301人以上101～300人100人以下平成25(2013)年度平成24(2012)年度

90.0 95.7 44.5 50.4 54.6
3.3 1.4 4.2 3.9 3.1 

36.8 32.5 34.4
2.9 11.3 10.2 7.5 

6.7 
3.2 3.10.4

0% 50% 100%301人以上101～300人100人以下平成25(2013)年度平成24(2012)年度



いた(男性のみ) 0.1 %いた(女性のみ) 2.8 %いた(男女とも) 0.1 %いない 96.9% 

        従業員従業員従業員従業員のののの育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率     〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況                〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕    
  

 

 

  

 

2.1 11.5 8.1 0.0 15.2 15.4 7.2 4.1 
97.0 89.1 98.6 100.0 70.6 46.2 89.6 97.1 

0 50 100301人以上101～300人50～100人30～49人10～29人10人未満（内 訳）平成25（2013）年度平成24（2012）年度

(%)
女性男性

【育児休業の取得状況】 
 

 

      育児休業の取得状況（対象者  数に対する取得者数の割合）に  ついて，男性従業員は 7.2％で，前年度に比べ 3.1 ポイント上昇し，調査開始以来最高となりました。女性従業員は 89.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       介護休業の利用状況について  は，全事業所のうち「取得者が  いた」と回答した事業主の割合  は 3.1％となっています。 
（平成 24（2012）年 4 月 1日から平成 25（2013）年 3月 31 日までの状況） 介護休業介護休業介護休業介護休業のののの「「「「取得者取得者取得者取得者がいたがいたがいたがいた」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした事業主事業主事業主事業主のののの割合割合割合割合はははは 3.13.13.13.1％％％％    

育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況はははは，，，，女性女性女性女性 89.689.689.689.6％，％，％，％，男性男性男性男性 7.27.27.27.2％％％％ 

【【【【参考参考参考参考】】】】    育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率（（（（全国全国全国全国））））    平成 22（2010）年度  女性 83.7％ 男性 1.38％ 平成 23（2011）年度  女性 87.8％ 男性 2.63％ 平成 24（2012）年度  女性 83.6％ 男性 1.89％ 
 介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況（（（（全国全国全国全国））））   平成 24（2012）年度  1.4％ 
 （注）調査対象は，常用労働者 5 人以上を雇用している民営事業所   育児休業取得率：調査年度の前年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）(平成

23（2011）年度調査以降は前々年度の 10 月 1 日から翌年 9月 30 日まで）の１年間に出産又は配偶者が出産した者のうち，調査年度の 10 月 1 日までに育児休業を開始した者(育児休業開始予定の申出をしている者を含む。)の割合 介護休業制度の利用状況：平成 23（2011）年 4 月 1 日から平成 24（2012）年 3 月 31 日までに介護休業を開始した者がいた事業所の割合   資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」（平成 22（2010）～24（2012）年度） 
    

女性のみ 1.0％ 男性のみ 0.3％ 男女とも 0.0％ 
－14－ 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 前年度（平成 24（2012）年 4 月 1 日から平成 25（2013）年 3 月 31 日まで） に介護休業を取得した者がいた事業所の割合 
  資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 25（2013）年度）  

育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得取得取得取得状況状況状況状況    

介護休業介護休業介護休業介護休業のののの利用状況利用状況利用状況利用状況    

(平成 25（2013）年度：平成 24（2012）年 4月 1日から平成 25（2013）年 3月 31 日までの状況) (平成 24（2012）年度：平成 23（2011）年 4月 1日から平成 24（2012）年 3月 31 日までの状況) 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社 育児休業取得率：調査年度の前年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）の 育児休業対象者のうち育児休業を取得した者の割合  
 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」 

 3.1% 



 

34.6 67.4 63.5 24.5 2.08.1
0% 50% 100%男性従業員（平成23（2011）年度）女性従業員（平成23（2011）年度）

76.961.3 20.436.2 2.42.70% 50% 100%
女性従業員（平成23（2011）年度）男性従業員（平成23（2011）年度）

        育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

6.36.8 16.214.912.613.5 28.811.7 36.030.228.822.1
8.1 12.514.016.9

36.036.836.8
2.9 11.0 15.4 28.7

12.50.0 10.0 20.0 30.0 40.0その他勤務評定の低下に対する不安仕事の能力低下に対する不安有給休暇で対応できる在宅福祉サービスが利用できる特別養護老人ホーム等の施設を利用できる介護をしてくれる人がいる復職後同じ仕事に就けるか不安休業中の収入が減少する会社で介護休業をとった例がない上司や同僚に気兼ね会社の制度が整備されていないので申請しにくい
女性従業員男性従業員 (%)

19.811.810.38.7 12.6 32.936.518.512.3 20.3 25.4
3.1

25.228.228.230.7

10.5
14.10.0 4.3 12.913.5
17.2

23.919.6
0 10 20 30 40その他男性が取得した前例がない配偶者が育児休業制度を利用する予定有給休暇等で対応可能勤務評定の低下に対する不安保育所等の施設を利用できる仕事の能力低下に対する不安休業中の収入が減少する子どもの世話をしてくれる人がいる会社の制度が整備されていないので申請しにくい復職後同じ仕事に就けるか不安会社で育児休業を取った例がない上司や同僚に気兼ね

女性従業員男性従業員 (%)（男性従業員のみ）

【利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

              女性従業員の 67.4％が，今後出産したときに，育児休業制度を「利用しようと思う」と回答していますが，「利用しようと思わない」と回答した人も 24.5％に達しています。   その主な理由としては，「上司  や同僚に気兼ね」（30.7％），「会社で育児休業を取った例がない」（28.2％）などをあげており，育児休業を取得しやすい職場環境づくりが必要であると思われます。    一方，男性従業員は，「利用し ようと思わない」と回答した人が
63.5％で，その主な理由としては，「子どもの世話をしてくれる人がいる」（36.5％），「休業中の収入が減少する」（32.9％）などとなっています。          今後，介護が必要になった場合の介護休業制度の利用希望については，女性従業員 76.9％，男性従業員 61.3％となっています。   「利用しない」と回答した人は，  女性従業員 20.4％，男性従業員  36.2％で，その主な理由として，  女性従業員は「会社の制度が整備されていないので申請しにくい」（36.8％），「上司や同僚に気兼ね」（36.8％），「会社で介護休業をとった例がない」（36.0％）などを，男性従業員は「休業中の収入が減少する」（36.0％），「会社で介護休業をとった例がない」（30.2％）などをあげています。 

制度制度制度制度をををを利用利用利用利用しないしないしないしない主主主主なななな理由理由理由理由はははは，，，，女性女性女性女性ではではではでは両制度両制度両制度両制度ともにともにともにともに「「「「上上上上司司司司やややや同僚同僚同僚同僚にににに気兼気兼気兼気兼ねねねね」，」，」，」，「「「「制度制度制度制度がががが整備整備整備整備されていないされていないされていないされていない」」」」，，，，「「「「会社会社会社会社ででででとったとったとったとった例例例例がないがないがないがない」」」」がががが多多多多くくくく，，，，    男性男性男性男性ではではではでは両制度両制度両制度両制度ともともともともにににに「「「「休業休業休業休業中中中中のののの収入収入収入収入がががが減少減少減少減少」，」，」，」，「「「「子子子子どものどものどものどもの世話世話世話世話／／／／介護介護介護介護ををををしてくれるしてくれるしてくれるしてくれる人人人人ががががいるいるいるいる」」」」がががが多多多多いいいい    

（「利用しない」と回答した従業員）複数回答 

【利用しない理由】 

【利用希望】 
【利用しない理由】 

－15－ 

【利用希望】 
（「利用しようと思わない」と回答した従業員）複数回答 

 （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社に勤務する女性従業員， 男性従業員各 2,500 人  資料：広島県「広島県職場環境実態調査」 

利用希望利用希望利用希望利用希望    

利用しようと思う 

無回答 利用しようと思う 利用しようと 思わない 

無回答 利用しない 



 

男性男性男性男性のののの育児休業制度利用育児休業制度利用育児休業制度利用育児休業制度利用にににに対対対対するするするする考考考考ええええ        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
    
    
    
    男性男性男性男性がががが育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取得取得取得取得しないしないしないしない方方方方がががが良良良良いいいい理由理由理由理由         〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕複数回答    （男性の育児休業取得について「取得しない方が良いと思う」と回答した事業所）    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   男性男性男性男性のののの育児育児育児育児休業休業休業休業取得取得取得取得をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための取組取組取組取組        〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕 複数回答    
    

 
 
 
 
 
 

32.3 37.2 13.5 
38.0 36.2 50.0 

19.7 18.0 22.2 
9.9 8.6 14.3 

0% 50% 100%男性従業員（平成23(2011)年度）女性従業員（平成23(2011)年度）事業主（平成25(2013)年度）
      男性の育児休業制度利用に対  して，「当然取得しても良い」「できれば取得した方が良い」と回答した事業主は 63.5％，女性従業員 73.4%，男性従業員 70.3％と，肯定的な考え方が半数以上となっています。    一方，「取得しない方が良い」と回答した事業主は 22.2％となっています。その理由として，「代替職員を雇用する余裕がない」が 83.5％と最も多く，次いで「他の職員の負担が増える」が 64.9％，「取得すると本人の収入が下がる」が 33.5％となっています。 
   
    

    

     男性の育児休業取得を促進するための主な取組としては，「県や 国 の 助 成 制 度 を 活 用 」（11.8％），「上司から取得を促す」（10.1％），「育児休業取得についてチラシ等を配布」（7.9％）となっています。 
      
 
 

男性男性男性男性がががが育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度をををを利用利用利用利用すすすすることることることることにににに半数以上半数以上半数以上半数以上がががが肯定的肯定的肯定的肯定的    

－16－ 

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，  男性従業員各 2,500 人 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 25（2013）年度）（男女従業員調査は平成 23(2011)年度） 

男性男性男性男性のののの育児休業育児休業育児休業育児休業    当然取得しても良い  できれば取得した方が良い 取得しない方が良い その他・無回答  

33.6 34.5 1.7 1.9 4.1 5.0 7.9 10.1 11.8 

0 10 20 30 40無回答・該当無しその他研修会や意見交換会を実施事業主や役員などが取得育児休業制度について説明会を実施育児休業の有給化育児休業取得についてチラシ等を配布上司から取得を促す県や国の助成制度を活用

(%)

4.3 6.4 33.0 33.5 64.9 83.5 
0 20 40 60 80 100無回答・該当無しその他業務が忙しい取得すると本人の収入が下がる他の職員の負担が増える代替職員を雇用する余裕がない

(%)



仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立のためにのためにのためにのために重要重要重要重要なことなことなことなこと    〔〔〔〔平成平成平成平成 23232323（（（（2011201120112011））））年度年度年度年度〕〕〕〕                                                                                                                                            複数回答    
    

    

    

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

 

    

    

    

    

    

    

    

    

        仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立のためにのためにのためにのために望望望望むむむむ支援制度支援制度支援制度支援制度    〔〔〔〔平成平成平成平成 23232323（（（（2011201120112011））））年度年度年度年度〕〕〕〕    複数回答 

２２２２    仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立  
 

   
   仕事と家庭の両立のために重要なこととして，事業主，男女従業員，パートともに，「年次有給休暇を取得しやすくすること」を上位にあげています。 なお，女性従業員は「育児・介護，家事等を家族が分担」が最も多い回答（48.0％）となっています。      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   仕事と家庭の両立のために望む支援制度では，男女従業員ともに，「子どもが病気・けがの時の休暇制度（介護休業を除く）」を上位にあげています。 

事業主事業主事業主事業主・・・・従業員従業員従業員従業員ともにともにともにともに重要重要重要重要とととと考考考考えているのはえているのはえているのはえているのは，，，，年次有年次有年次有年次有給休暇給休暇給休暇給休暇のののの取得取得取得取得しやすさしやすさしやすさしやすさ 

－17－ （注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人   資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 23（2011）年度） 

1.3 21.9 14.6 24.5 22.8 36.1 45.8 30.5 26.0 44.1 

1.6 11.9 9.3 26.6 23.3 35.2 36.5 35.6 31.0 54.6 

0.6 19.7 11.9 33.0 32.0 36.9 48.0 29.7 29.6 43.8 

2.7 9.5 10.5 13.5 21.2 23.9 36.3 39.5 43.7 43.7 

0 10 20 30 40 50 60その他子どもの看護休暇を取得しやすくすること短時間勤務制度を取得しやすくすること育児・介護制度休業制度を利用しやすくすること保育施設や介護施設の整備，サービスの充実フレックスタイム制度など柔軟な勤務体制の導入育児・介護，家事等を家族が分担時間外労働を少なくすること職場の管理・監督者や同僚の配慮，協力年次有給休暇を取得しやすくすること

(%)
事業主女性従業員男性従業員パート

2.1 2.8 11.4 17.6 22.7 27.6 23.2 27.7 29.0 32.0 35.9 67.5 

1.7 2.3 14.6 23.4 25.8 28.8 29.9 30.0 42.6 43.1 43.2 75.4 

0 20 40 60 80その他社宅への優先入居在宅勤務制度転勤時の配慮所定外労働の免除フレックスタイム事業所内保育施設保育料・ベビーシッター利用料等に対する助成出産・育児を理由に退職した人の再雇用制度短時間勤務制度始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ子どもが病気・けがの時の休暇制度（介護休業を除く）

(%)
女性従業員男性従業員



 

16.8
37.7

20.8
18.9

2.4
3

31.4
22.3

4.7
5.2

7.1 5.2
15.5

6
1.4
1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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18.7 16.6 16.1 14.6 16.7 10.4 7.8 7.3 6.2 7.0 
55.6 47.0 45.3 42.5 41.6 

2030405060
05

101520
平成21 22 23 24 25

(%)(日)
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一人あたりの付与日数の平均一人あたりの取得日数の平均一人あたりの取得率
  年次有給休暇取得率は平成 21（2009）年度から減少傾向にありますが，一人あたりの付与日数の平均をみると，平成 25（2013）年度は，前年度から 2.1日，一人あたりの取得日数の平均も 0.8日増加しています。 
  全国的にみると，付与日数は増加傾向にありますが，取得率は平成 7（1995）年以降から低下傾向にあり，平成
12（2000）年以降は 50％を下回る水準で推移しています。 
 

（注）取得率=取得日数計／付与日数計×100％  調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各
2,500 人   資料：広島県「広島県職場環境実態調査」 【【【【参考参考参考参考】】】】労働者一人平均年次有給休暇労働者一人平均年次有給休暇労働者一人平均年次有給休暇労働者一人平均年次有給休暇のののの付与日数及付与日数及付与日数及付与日数及びびびび取得率取得率取得率取得率のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国））））    

（注）調査対象は，平成 19 年以前は「本社の常用労働者が 30 人以上の民営企業」，平成 20 年からは「常用労働者 30 人以上の民営企業」。平成 12 年はデータなし。また，付与日数には繰越日数を含まない。    資料：厚生労働省 「就労条件総合調査」 〔女性〕 理 想 
現 実 

【【【【参考参考参考参考】】】】仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和のののの希望希望希望希望とととと現実現実現実現実((((全国全国全国全国））））    

（注）「生活の中での，「仕事」，「家庭生活」，「地域･個人の生活」（地域活動･学習･趣味･付き合い等）の優先度についてお伺いします。まず，あなたの希望に最も近いものをこの中から一つだけお答えください。それではあなたの現実（現状）に最も近いものをこの中から一つだけお答えください。」の回答。    資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成 24 年 10 月調査）より作成  －18－ 

〔男性〕 
15.4 16.3 18.0 18.3 18.3 51.5 56.1 46.6 49.3 47.1 304050
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平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(日) (%)

(年)
付与日数取得率



 

327 352 470
96 366 260 88 207 142 56 47 113 245 213 335 372 447

0100200300400500
平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26年

(人)

43 45 69 80 87 114 322 334 347 362 380 386 400 423 430 443
0100200300400500

平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年
（箇所） 延長保育実施箇所数

13 14 18 20 24 29 28 32 33 36
1 1 1 2 3 3 4 10 11 15 16 16 17 18 18 18

01020
3040

平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年
（箇所） 病児・病後児保育実施箇所数ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ実施箇所数

    保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数保育所入所児童数（（（（年齢別年齢別年齢別年齢別））））のののの推移推移推移推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数のののの推移推移推移推移    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             子育子育子育子育てててて関連施設等関連施設等関連施設等関連施設等のののの推移推移推移推移    
 

 

9,887 10,842 11,980 13,537 13,918 14,362 15,980 17,514 18,256 18,739 10,819 10,817 11,234 11,705 11,475 11,421 11,817 12,194 12,193 12,546 22,782 23,682 24,494 25,298 25,618 24,996 24,452 25,376 25,673 25,777 51570 51479 53140 55661 57061 57800 58,483 61,306 62,036 62,889 44,663 46,531 49,109 52,022 52,459 52,462 54,062 57,037 58,160 59,216 
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

平成10（1998） 12（1998） 14（2002） 16（2004） 18（2006） 20（2008） 22（2010） 24（2012） 25（2013） 26年（2014）

(人） ４・５歳 ３歳 １・２歳 ０歳 定員３３３３    保育所保育所保育所保育所のののの状況状況状況状況     

    

    

   平成 26（2014）年 4 月 1日  現在の県内の保育所入所児童数  は 59,216人，待機児童数は 
447人と増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５５５５    そのそのそのその他他他他のののの子育子育子育子育てててて関連施設関連施設関連施設関連施設      平成 26（2014）年 3月 31日現在の延長保育実施箇所数は 443，病児・病後児保育実施箇所数は 36，ファミリー・サポート・センター実施箇所数は 18となっており，いずれも増加傾向にあります。 

入所児童数入所児童数入所児童数入所児童数はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向    

（注）各年 3 月 31 日現在 病児・病後児保育実施箇所数は 15 年度以前はデータ無し  
 資料：広島県健康福祉局調べ  －19－ 

（注）各年 4 月 1 日現在 資料：広島県健康福祉局調べ  



 

    ■■■■    社会参画社会参画社会参画社会参画                                                                                                                                                県県県県・・・・市町市町市町市町のののの議員議員議員議員のののの状況状況状況状況     〔平成 25(2013)年 12月 31日現在〕  区  分 議員総数 （人） 女性議員 人数（人） 割合（％） 県議会 66 （66）  4 （3） 6.1（4.5） 市町議会   510（527） 53（48） 10.4（9.1） 
 市   378（390） 40（35） 10.6（9.0） 町   132（137）  13（13） 9.8（9.5） （注）括弧内は前年同期  

 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの女性議員女性議員女性議員女性議員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 県県県県のののの行政委員会行政委員会行政委員会行政委員会・・・・審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員のののの状況状況状況状況      〔平成 26(2014)年 6月 1日現在〕   区 分 行政委員会・審議会等数 委員数 総数 女性が参画している 委 員 会 ・ 審 議 会 総数(人) 女性委員 会数 割合(％) 人数 （人） 割合 （％） 行政委員会 （地方自治法 第 180条の 5関係） 9 

(9) 
7 
(7) 

77.8 
(77.8) 

75 
(69) 

13 
(11) 

17.3 
(15.9) 審議会等 61 

(54) 
55 
(52) 

90.2 
(96.3) 

1,249 
(1,152) 

363 
(332) 

29.1 
(28.8)  ５審議会※を除く。 56 

(49) 
52 
(49) 

92.9 
(100.0) 

1,014 
(918) 

356 
(324) 

35.1 
(35.3) （注）括弧内は前年同期  

      ※５審議会：法令等により構成員の職務分野が指定されている審議会    広島県交通安全対策会議，広島県石油コンビナート等防災本部，     広島県防災会議，広島県地方港湾審議会及び広島県国民保護協議会                              資料：広島県人事課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ  
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(%)

(年)

県議会 市町議会(うち市議会） (うち町議会）

    １１１１    県県県県・・・・市町市町市町市町のののの議員議員議員議員             
   平成 25（2013）年 12月 31日  現在の女性議員の割合は，県議会では 6.1％（4人）となっています。 市町議会では 10.4％（53 人）となっており，平成 24（2012）年度の 9.1％から，1.3ポイント上昇しました。 市町ごとに見ると，市議会は
10.6％，町議会は 9.8％となっており，平成 24（2012）年度から，それぞれ 1.6ポイント，0.3ポイント上昇しました。 

         
 
 ２２２２ 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの審議会等委員審議会等委員審議会等委員審議会等委員 
 

 

 

 

  政策・方針の立案や決定過程への男女共同参画を促進するため，県は審議会等（地方自治法第 138条の 4第 3項の規定により設置している附属機関）委員へ積極的に女性を登用することとしています。   この結果，県の審議会等委員 のうち女性委員の占める割合は，「広島県男女共同参画基本計画（第 3次）」に掲げている平成  27（2015）年度の目標値 30.0％  に対して，平成 26（2014）年   6月 1日現在で 29.1％となってい  ます。 

審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委女性委女性委女性委員員員員のののの割合割合割合割合はははは県県県県でややでややでややでやや増加増加増加増加，，，，市町市町市町市町ででででほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいばいばいばい    

女性議員女性議員女性議員女性議員のののの割合割合割合割合はははは前年前年前年前年とととと比比比比べべべべ上昇上昇上昇上昇    

（注）各年 12 月 31 日現在 資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」 

－20－ 



 

                                 審議会等審議会等審議会等審議会等におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町）））） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       自治会長自治会長自治会長自治会長におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移((((全国全国全国全国・・・・県県県県))))    
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平成19 20 21 22 23 24 25 26年度

(%) 県全国

  また，市町の審議会等委員の  うち女性委員の占める割合は，  平成 26（2014）年 4月 1日現在  で 25.9％となっています。  （市町の審議会等委員の状況に  ついては 78ページ参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３３３３    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況        
 

    自治会長における女性の割合の推移をみると，平成 19（2007）年から 5％前後と，ほぼ横ばいの傾向にあります。 
 

（注） 県は 6 月 1 日現在      市町は 4 月 1 日現在 （ただし，平成 14(2002)年・平成 15(2003)年は 3 月 31 日現在）     平成 26（2014）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 26（2014）年度内に公表見込  資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，     広島県人事課，広島県人権男女共同参画課，広島県教育委員会，広島県警察本部調べ    

－21－ 

（注） 各年 4 月 1 日現在     広島市，三次市（平成 20 年度のみ），庄原市（平成 21 年度～平成 25 年度），大崎上島町（平成 21 年度のみ），東広島市（平成 24 年度以降）を除く。     平成 26（2014）年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 26（2014）年度内に公表見込  資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」，     広島県人権男女共同参画課調べ    

自治会長自治会長自治会長自治会長におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの割合割合割合割合はほぼはほぼはほぼはほぼ横横横横ばいばいばいばい    
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平成11(1999) 12(2000) 13(2001) 14(2002) 15(2003) 16(2004) 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23(2011) 24(2012) 25(2013)26年(2014)

(%) 県県(5審議会を除く。)県内市町全都道府県



 

            農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業におけるにおけるにおけるにおける方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へのへのへのへの女性参画状況女性参画状況女性参画状況女性参画状況  

                              〔平成 26(2014)年 4月 1日現在〕  
 区 分 総数 （人） 女 性 人数 （人） 割合 （％） 農協役員 382 （390） 25 （20） 6.5 （5.1） 農業委員 544 （552） 53 （56） 9.7（10.1） 指導農業士 107 （ 49） 6 （ 1） 5.6 （2.0） 漁協役員 771 （793） 6 （ 3） 0.8 （0.4） 

 （注）括弧内は前年同期    資料：広島県農林水産局調べ   農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業におけるにおけるにおけるにおける方針決定方針決定方針決定方針決定のののの場場場場へのへのへのへの女性参画状況女性参画状況女性参画状況女性参画状況のののの割合割合割合割合のののの推推推推移移移移                                 
     

1.3 1.1 1.5 2.2 3.3 4.3 4.6 5.1 6.5 4.0 4.2 4.4 5.0 5.3 6.3 9.6 10.1 9.7 
3.3 3.3 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 2.0 5.6 7.5 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 
0.7 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 02
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平成18 19 20 21 22 23 24 25 26

(%)

(年度)

農協役員 農業委員指導農業士 農業士漁協役員

４４４４    農林農林農林農林水産業水産業水産業水産業におけるにおけるにおけるにおける方針決方針決方針決方針決     定定定定のののの場場場場へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画参画参画参画     

    

    

    

 

    農林水産業に従事する女性の  方針決定の場への参画状況は，  農協役員が 6.5%，農業委員が  9.7%，漁協役員が 0.8%などと  なっています。   農協役員及び農業委員は増加傾向にあります。 

   また，農業委員会，農業協同組合における女性が登用されていない組織数は減少傾向にあり，農業委員会は平成 22（2010）年度の 8 から平成 26（2014）年度は 5に，農業協同組合は平成 18（2006）年度の 8 から，平成 26（2014）年度は 3 にそれぞれ減少しました。 

 

 

農協役員農協役員農協役員農協役員，，，，農業委員農業委員農業委員農業委員のののの女女女女性割合性割合性割合性割合はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向     女性女性女性女性がががが登用登用登用登用されていないされていないされていないされていない組織数組織数組織数組織数はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向     

－22－ 

（注） 各年 4 月 1 日現在  
     農業士について，平成 26 年度以降は指導農業士に統合  資料：広島県農林水産局調べ 

（注） 各年 4 月 1 日現在。     農業委員会について，平成 21 年度以前はデータなし 資料：広島県農林水産局調べ    

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会,,,,農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合におけるにおけるにおけるにおける    女性女性女性女性がががが登用登用登用登用されていないされていないされていないされていない組織数組織数組織数組織数のののの推移推移推移推移    
8 5 4 4 58 8 8 6 4 4 4 3 30123

4567
89

平成18 19 20 21 22 23 24 25 26(年度)
農業委員会農業協同組合



 

8.712.710.89.7
55.6 62.159.161.9

30 19.824.623.2
4.42.53.43.4

0.60.20.40.3
0.82.61.81.6

0% 50% 100%男性(1,432人)女性(1,601人)平成24年10月調査(3,033人)平成21年10月調査(3,240人)

人人人人づくりづくりづくりづくり        ■■■■    意意意意        識識識識                                                                                                                                                
        男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感     

    

    

                     
                  

11.415.37.1 17.722.312.52.53.31.6 29.417.36.89.34.0 22.427.816.413.116.59.3

36.9 38.535.1 36.6 34.938.59.911.18.5 39.3 37.241.625.0 29.120.5 46.3 43.449.550.250.150.3

31.925.239.419.514.924.854.449.659.7 15.88.923.437.128.646.6 11.27.415.315.410.820.5

6.96.4 7.45.53.52.8
2.29.7 2.51.5 3.64.01.9 6.3

2.8

6.3 5.910.56.019.823.8 15.411.915.5 8.014.418.7 9.68.77.29.512.7

5.28.99.68.29.29.78.67.48.46.38.810.66.98.39.37.16.87.36.2

23.6 0.3 1.24.31.5 7.7
6.02.7

1.1
1.2

1.4
1.31.61.71.3

1.1 1.8 0.31.8
2.30.4

0.7
0.9

0.90.7
0.7 1.5
0.6 10.0

14.5 6.1

6.0

6.53.7全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性全　体女　性男　性 0                                   50                                           100（％） （注）調査対象は，県内在住の 20 歳以上の県民 2,000 人 資料：広島県「広島県政世論調査」（平成 23（2011）年度） 

１１１１    男女男女男女男女のののの地位地位地位地位                  男女の地位の平等感について，〔平等〕と回答した人の割合は「学校教育の場」で 54.4％と最も高く，次いで「法律や制度 上」（ 37.1％），「家庭生活」 （31.9％）となっています。   また，〔男性優遇〕（「男性の方が優遇されている」＋「どちらかといえば男性の方が優遇されている」）と回答した人の割合は，「社会通念，慣習，しきたりなど」が 68.7％で最も高く，「社会全体」（63.3％），「政治の場」 （62.9％）と続いており，すべての分野で〔女性優遇〕（「どちらかといえば女性の方が優遇されている」＋「女性の方が優遇されている」）を上回っています。 
   「社会全体」について〔平等〕と回答した人の割合は，女性が 10.8％，男性が 20.5％で，前回調査（平成 20（2008）年度）の女性 7.3％，男性
19.1％から増加していますが，全国と比べるとそれぞれ下回っています。 

「「「「社会全体社会全体社会全体社会全体」」」」のののの男女男女男女男女のののの地位地位地位地位にににについてついてついてついて〔〔〔〔平等平等平等平等〕〕〕〕とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの割合割合割合割合はははは，，，，女性女性女性女性がががが 10.810.810.810.8％％％％,,,,男男男男性性性性がががが 20.520.520.520.5％％％％でででで，，，，前回調査前回調査前回調査前回調査よりよりよりより増加増加増加増加    

【【【【参考参考参考参考】】】】社会全体社会全体社会全体社会全体におけるにおけるにおけるにおける男女男女男女男女のののの地位地位地位地位のののの平等感平等感平等感平等感（（（（全国全国全国全国））））    

資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」 

職 場 学校教育の場 政治の場 法律や制度上 社会通念，慣習，しきたりなど 社会全体 

〔男性優遇〕                〔女性優遇〕                                         わからない 
 男性の方が    どちらかといえば     どちらかといえば  女性の方が    優遇されている  男性の方が優遇      女性の方が優遇   優遇されている     されている    平等   されている               無回答 家庭生活 

－23－ 

平成 24 年 内訳  

『男性のほうが優遇されている』 『女性のほうが優遇されている』 男性の方が 非常に優遇 されている どちらかといえば 男性の方が優遇 されている どちらかといえば 女性の方が優遇 されている 女性の方が 非常に優遇 されている 平等 わから ない 



31.5 
56.4 56.3 

8.1 
50.0 50.9 

16.5 9.6 2.2 0.8 7.8 
43.5 

11.8 9.6 010203040506070

昭和40 61 平成元 4 7 10 13 16 19 22 25

(%)

(年度)

【県】大学(男性）【県】大学（女性）【県】短期大学(女性）【県】短期大学(男性）【全国】大学（女性）【全国】短期大学(女性）

（注）その他は「家政」「芸術」「商船」「その他」の合計  国立・公立・私立のすべてを含む。  資料：文部科学省「学校基本調査」（平成 25（2013）年度）     

50    60    24    （注）昭和 60 年以前の数値は通信過程を卒業した者を含まない。      【女性】 

【男性】 

    ■■■■    教教教教        育育育育                                                                                                                                                男女男女男女男女別大学別大学別大学別大学・・・・短期大学進学率短期大学進学率短期大学進学率短期大学進学率のののの推移推移推移推移((((全国全国全国全国・・・・県県県県))))                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             【【【【参考参考参考参考】】】】専攻分野別学生割合専攻分野別学生割合専攻分野別学生割合専攻分野別学生割合((((大学大学大学大学((((学部学部学部学部))))))))のののの推移推移推移推移((((全国全国全国全国))))                
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
  

１１１１    大学大学大学大学・・・・短期大学短期大学短期大学短期大学・・・・大学院大学院大学院大学院     

 

         大学進学率は，男女共に上昇傾向にあり，平成 25（2013）年で，男性 56.3％，女性 50.9％となっており，男性が 5.4 ポイント女性を上回っています。  女性の短期大学進学率は平成３（1991）年以降から，下降傾向にあり，平成 25（2013）年は
9.6％となっています。   女性の大学進学率は平成 9（1997）年以降は，短期大学進学率を上回っています。   
 

 

男女男女男女男女ともにともにともにともに大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率はははは    上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向 

－24－ 

46.1 47.0 43.4 39.5 38.9 
7.6 7.9 8.9 8.9 8.9 

25.3 27.0 25.9 23.6 23.6 
7.6 7.0 7.1 7.1 7.0 

4.6 3.0 2.8 3.0 3.1 
1.3 1.2 2.6 5.0 5.2 

4.9 4.0 3.7 5.0 5.2 
2.5 3.0 5.6 7.9 8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%昭和60年平成７年平成17年平成24年平成25年

15.1 26.0 29.2 25.9 25.6 
35.4 32.7 26.9 22.7 22.3 

2.3 4.6 4.5 4.2 4.3 
4.7 5.8 5.0 4.9 4.9 

3.1 2.4 2.1 2.0 2.1 
6.4 5.1 8.3 12.9 13.4 

16.9 11.0 8.6 9.5 9.8 
16.1 12.4 15.3 17.8 17.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%昭和60年平成７年平成17年平成24年平成25年

社会科学 人文科学 工学 理学・農学医学・歯学 薬学・看護学等 教育 その他



 

10.2810.209.5810.0010.3210.40
7.150.02 8.254.47 6.153.10

0.466.53 0.354.280.453.54
5.306.445.024.456.296.15

夫妻夫
妻男 性女 性

3.03 4.15 3.27 8.11 3.49 8.15 4.43 8.12 3.00 6.42 1.12 1.53 0.26 0.49
3.15 3.110.42 0.22 2.390.17 3.58 0. 26 4.29 0.22 4.10 0.37 4.12 1.02 3.21 1.39
0. 14 0.05 1.55 0.19 0.42 0.12 0.05 0.0 6
女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男

        ■■■■    家家家家        庭庭庭庭                                                                                                                                                                １１１１日日日日のののの行動行動行動行動のののの種類別総平均時間数種類別総平均時間数種類別総平均時間数種類別総平均時間数            （注）調査対象は，平成 12 年国勢調    査調査区のうち，県内 120 調    査区の中から無作為に抽出し    た約 1,400 世帯に居住する 10    歳以上の世帯員 資料：総務省「社会生活基本調査」     （平成 18（2006）年） 
１１１１    １１１１日日日日のののの生活時間生活時間生活時間生活時間             県内の男女の１日の行動時  間を比較すると，２次活動の時  間の使い方では男女間に大き  な違いが現れています。        年齢別に見ると，特に 25～  64歳の各年齢では，男性の家  事関連の時間は女性に比べて  短く，仕事関連の時間が長くな  っています。                6歳未満児のいる夫婦の夫の家事，育児時間を見ると，広島県の家事関連時間は 1 時間
15分，そのうち育児の時間は
52分となっています。全国と比較すると家事関連時間は 9分，育児の時間は 13分上回っています。   しかし，他の先進国と比較すると，低水準にとどまっています。 

２２２２次活動次活動次活動次活動のののの時間時間時間時間のののの使使使使いいいい方方方方ではではではでは，，，，男性男性男性男性のののの家事関連家事関連家事関連家事関連のののの時間時間時間時間はははは 45454545 分分分分程度程度程度程度     

   1 次活動：睡眠，食事など生理的に必要な       活動  2 次活動：仕事，家事など社会生活を営む       上で義務的な性格の強い活動  3 次活動：1 次，2 次活動以外の各人が自由      に使える時間における活動 

－25－ 

男女男女男女男女，，，，年齢別年齢別年齢別年齢別のののの２２２２次活動次活動次活動次活動のののの生活時間生活時間生活時間生活時間 

（注）   調査対象は，平成 17 年国勢調査調査区の中から無作為に抽出した 15 歳以上の世帯員  資料：   総務省「社会生活基本調査」（平成 23（2011）年） 

1 次活動 [睡眠・食事等] 2 次活動① [仕事関連(通勤･通 学,仕事,学業)] 2 次活動② 〔家事関連(家事,介護･ 看護,買い物，育児)〕 3 次活動 〔趣味・ボランティア等〕 総数 共働き世帯 夫が有業で 妻が専業主婦 の世帯 0.00                6.00              12.00               18.00              24.00                                                                          (時間.分) 

15～24       25～34        35～44        45～54        55～64       65～74       75 歳以上 
学業 育児 

仕事関連(通勤・通学,仕事) 
その他家事関連（家事,介護・看護,買い物） 

6666 歳未満児歳未満児歳未満児歳未満児のいるのいるのいるのいる夫婦夫婦夫婦夫婦のののの夫夫夫夫のののの家事家事家事家事，，，，育児時間育児時間育児時間育児時間（（（（国際国際国際国際・・・・全国全国全国全国・・・・県県県県）））） 

0.00            1.00            2.00           3.00                                              (時間.分) 資料：   総務省「社会生活基本調査」（平成 23（2011）年）  

Eurostat“How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”(2004) 

Bureau of Labor Statistics of the U.S.“American Time Use Survey”(2011) 

10.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 
9.00 8.00 

1.13 1.07 0.59 0.40 1.00 1.05 0.39 0.52 

3.12 3.21 3.00 2.30 2.46 2.51 1.06 1.15 

ノルウェースウェーデンドイツフランス英国米国日本広島県 1.13 1.07 0.59 0.40 1.00 1.05 0.39 0.52 3.12 3.21 3.00 2.30 2.46 2.51 1.06 1.15 家事関連時間全体うち育児の時間



 

安心安心安心安心づくりづくりづくりづくり        ■■■■    健健健健        康康康康                                                                                                                                                

        子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん・・・・乳乳乳乳がんがんがんがん検診受診検診受診検診受診検診受診率率率率のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県））））     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん・・・・乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率年齢調整死亡率のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県）））） 
 

１１１１    子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん，，，，乳乳乳乳がんがんがんがん       
 

    平成 24（2012）年度における 子 宮 が ん 検 診 受 診 率 は
29.1%，乳がん検診受診率は
24.4%となっており，どちらも全国より高い受診率です。 平成 18（2006）年度の受診率と比較してみると，子宮がん検診受診率は 15.4%から 13.7ポイント，乳がん検診は 11.7％から 12.7 ポイント上昇しました。 しかし，どちらも依然として
3割未満となっています。 
 

 

 

 

   
 

 

   平成 24（2012）年の年齢調整死亡率は，子宮がん 3.8％，乳がん 11.1％となっており，どちらも全国よりやや低い割合です。 
 

子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん，，，，乳乳乳乳がんのがんのがんのがんの検診検診検診検診受診率受診率受診率受診率はははは 3333 割未満割未満割未満割未満     

（注）検診は，市町が実施するがん検診の数値を集計。乳がん検診は40歳以上，子宮がん検診は20歳以上が対象。  
       資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」（平成20～24年度）     厚生労働省「地域保健・老人保健事業報告」（平成18，19年度）  

（注）年齢調整死亡率：年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率のこと。  
 資料：厚生労働省「人口動態調査」(平成24年度)    広島県「人口動態統計年報」  

（人口10万対） 年年年年齢調整死亡率齢調整死亡率齢調整死亡率齢調整死亡率はははは子宮子宮子宮子宮ががががんんんん 3.83.83.83.8％，％，％，％，乳乳乳乳がんがんがんがん 11111.11.11.11.1％％％％     

－26－ 

4.7 3.7 4.9 4.5 5.0 4.4 3.8 5.1 5.1 5.2 5.0 5.3 5.4 5.4 8.8 9.9 11.5 10.3 11.0 10.7 11.1 11.7 11.6 11.9 11.8 11.9 12.1 11.5 
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平成18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23(2011) 24年(2012)

(%) 子宮がん（広島県） 子宮がん（全国）乳がん（広島県） 乳がん（全国）

15.4 
29.118.6 23.511.7 
24.412.9 17.4

01020304050

平成18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 22(2010) 23(2011) 24年度(2012)

(%) 子宮がん検診（広島県）子宮がん検診（全国）乳がん検診（広島県）乳がん検診（全国）



 

                市町市町市町市町におけるにおけるにおけるにおける消防団消防団消防団消防団のののの状況状況状況状況（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県））））         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 県県県県・・・・市町市町市町市町のののの防災会議防災会議防災会議防災会議のののの委員委員委員委員のののの状況状況状況状況     

 

 

 

 

 地方防災会議地方防災会議地方防災会議地方防災会議におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの割合割合割合割合のののの推移推移推移推移（（（（全国全国全国全国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町））））    
 

 

区  分 委員総数（人） 女性委員 人数（人） 割合（％） 県防災会議 58（58）    1（1） 1.7（1.7） 市町防災会議   785（788）   50（43） 6.4（5.5） 
 市    542（543）    39（33） 7.2（6.1） 町    243（245）   11（10） 4.5（4.1） 

148 159 175 172 246 281 365 369 399 411 407 399 422 

24,028 23,751 23,497 23,128 23,001 22,830 22,655 22,605 22,492 22,504 22,439 22,384 22,313 

0.62 0.67 0.74 0.74 1.07 1.23 1.61 1.63 1.77 1.83 1.81 1.78 1.89 1.14 1.24 1.34 1.43 1.53 1.63 1.74 1.88 2.02 2.15 2.22 2.30 2.39 

0.001.002.003.004.00

05,00010,00015,00020,00025,00030,000

平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(%)(人)

(年度)

消防団員数うち女性団員数女性団員割合【参考】全国の女性団員割合（注）調査対象は，平成 12 年国勢調    査調査区のうち，県内 120 調    査区の中から無作為に抽出し    た約 1,400 世帯に居住する 10    歳以上の世帯員 資料：総務省「社会生活基本調査」     （平成 18（2006）年） 
２２２２    防災防災防災防災         市町の消防団員数は平成 13（2001）年から減少していますが，女性消防団員数は，平成
25（2013）年度は 422 人となっており，平成 13（2001）年度の 148 人から 274 人増加しました。 女性団員の割合は平成 25（2013）年度は 1.89％と，全国よりも低くなっています。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県防災会議は，平成
24(2012)年 10月に女性委員が
1名加わり，全体に占める割合は 1.7％になりました。 また，県内市町の防災会議委員のうち女性委員の占める割合は，上昇傾向にあり，平成
26(2014)年 4月 1日現在で 
6.4％となっています。 

女性消防団員女性消防団員女性消防団員女性消防団員はははは全体全体全体全体のののの 1.1.1.1.89898989％％％％    

－27－ 

（注）   各年 4 月 1 日現在 資料：   消防庁「消防防災･震災対策現況調査」 県県県県のののの防災会議防災会議防災会議防災会議のののの女性委員割合女性委員割合女性委員割合女性委員割合はははは 1.7%1.7%1.7%1.7%    (注)括弧内は前年同期 

（注）   県は 6 月 1 日現在 市町は 4 月 1 日現在 平成 26(2014)年の全都道府県の数値は，内閣府が平成 26(2014)年度内に公表見込 資料：   内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の 推進状況」     広島県人権男女共同参画課調べ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.9 1.9 2.1 2.1 2.5 2.8 5.5 6.4 2.8 3.1 3.2 4.1 3.6 4.6 
10.7 

024
681012

平成19 20 21 22 23 24 25 26

(%)

(年)

県県内市町全都道府県



2,010 2,373 1848 2048 2,028 1,875 37 35 105 89 125 90 33 23 48 31306 272 273 214 01002003004005006007008009001,000
05001,0001,5002,0002,5003,000

平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 24(2012) 25年度(2013)

面接相談 電話相談面接相談のうちDV 電話相談のうちDV(相談件数：件) (うちDV：件)

2,401 2,533 4,428 5,097 3,859 3,546 1,337 1,345 1,978 2,065 2,376 2,462 3,738 3,878 6,406 7,162 6,235 6,008 
53 59 164 165 160 110 36 37 110 99 109 86 0100

200300400500

02,0004,0006,0008,000

平成11（1999） 13(2001) 16(2004) 17(2005) 24(2012) 25年度(2013)

面接相談電話相談一時保護件数一時保護のうち，DV件数(相談件数：件) (一時保護件数：件)    ■■■■    女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴暴暴暴力力力力，，，，セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント                                                                                                                                                    
    
    こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性にににに関関関関するするするする相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等のののの推移推移推移推移    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 こども家庭センター等における相談件数等の状況（平成 25（2013）年度） 区 分 件 数 （件） 割 合（%）  区 分 件  数（件） 割   合（%） 面接相談 2,462（2,376） －  一時保護 110（160） － 
 うち暴力逃避 1,096（1,142） 44.5（48.1）   うちDV  86（109） 78.2(68.1) 電話相談 3,546（3,859） －   

 うち暴力逃避 1,446（1,730） 40.8（44.8）   相談合計 6,008（6,235） －  

 うち暴力逃避 2,542（2,872） 42.3（46.1）  

 
             「「「「エソールエソールエソールエソール広島広島広島広島」」」」相談事業相談事業相談事業相談事業におけるにおけるにおけるにおける件数件数件数件数のののの推移推移推移推移     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）女性に関する相談：売春防止法による女性相談及び DV 防止法による配偶者等の暴力相談。男性からの DV 相談を含む。 括弧内は前年同期  資料：広島県健康福祉局調べ  

１１１１    相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等     

 

 

 

   こども家庭センター及び婦人相談員設置市における平成 25（2013）年度の相談件数は 6,008件で，前年度より 227件（3.6％）減少しています。相談件数のうち暴力逃避（配偶者等，子，親，その他の親族及びその他の者による身体的，精神的又は性的暴力被害）に関する相談は 2,542件で，42.3％を占めています。 また，一時保護は 110件で，前年度より 50件（31.3％）減少しており，そのうちＤＶ（ドメスティック・バイオレンス。52ページ参照）に関するものは 86件で 78.2％を占めています。 

 

 

 

   平成 25（2013）年度に広島県  女性総合センター「エソール  広島」に寄せられた相談は，電  話相談が 1,875件，面接相談が  90件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターセンターセンターセンター等等等等におにおにおにおけるけるけるける相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等はははは横横横横ばいばいばいばい  

 －28－ 

「エソール広島」相談事業における件数の状況（平成 25（2013）年度） 区  分 件 数(件) 割 合(%) 電話相談 1,875 (2,028) － 
 うちＤＶ 214 (273) 11.4 （13.5） 面接相談 90 (125) － 
 うちＤＶ 31 (48） 34.4 （38.4） 相談合計 1,965 (2,153) － 
 うちＤＶ 245 (321) 12.5 （14.9） （注）括弧内は前年同期  資料：（公財）広島県男女共同参画財団調べ 



 

資料：広島県警察本部調べ 

資料：広島県警察本部調べ 165 103 117 122 116 129 102 103 100 117 145 116 123
306 356 319 296 290 300 242 214 199 226 227 210 199050100150200

250300350400
平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(件)
(年)

認知件数うち検挙件数

2 38 41 47 53 78 60 72 77 53 85 80 5694 296 250 240 317 327 393 475 621 644 729 958 1,207
0200400600

800100012001400
平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (年)

(件) 認知件数うち保護命令件数

   セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル････ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント相談件数相談件数相談件数相談件数のののの推移推移推移推移    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             DVDVDVDV 認知件数認知件数認知件数認知件数のののの推移推移推移推移     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                「「「「性犯罪相談性犯罪相談性犯罪相談性犯罪相談１１０１１０１１０１１０番番番番」」」」のののの受理件数受理件数受理件数受理件数     
                                   〔平成 25（2013）年 1月～12月計〕 内      容 件 数 (件) 割 合 (％) 性犯罪の被害申告に関するもの        7（13） 46.7（48.1） 過去の性犯罪被害の悩みに関するもの         2（ 3） 13.3（11.1） 性的ないやがらせに関するもの         1（ 0）  6.7（ 0.0） 精神的な悩みに関するもの         1（ 0）   6.7（ 0.0） 男女の性に関するもの         1（ 0） 6.7（ 0.0） 事件容疑情報        0（ 0） 0.0（ 0.0） つきまとい行為に関するもの         0（ 3）  0.0（11.1） 男女間暴力         0（ 0）   0.0（ 0.0） 上記以外の相談         3（ 8）     20.0（29.6） 
   合  計    15（27） 

 
 

女性      14（20）    93.3（74.1） 男性      1（ 4）    6.7（14.8） 不明      0（ 3）    0.0（11.1） （注）括弧内は前年同期  資料：広島県警察本部調べ  

        県警県警県警県警におけるにおけるにおけるにおける性犯罪事案対応状況性犯罪事案対応状況性犯罪事案対応状況性犯罪事案対応状況     

    

    広島労働局雇用均等室の相談窓口に寄せられた相談件数は，平成 25（2014）年度で 268 件となっています。そのうち事業主からは 35 件，女性労働者からは 158件，男性労働者からは
14件，その他が 61件でした。        

    

    

    

    

    

    ２２２２    配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力（（（（DVDVDVDV））））    

 

 

 ＤＶ認知件数は，平成 25（2013）年は 1,207件となっており，平成 24（2012）年から
249件増加しています。 

    

    

    

    ３３３３    性犯罪性犯罪性犯罪性犯罪       
   平成 25（2013）年の「性犯罪相談 110番」の電話相談件数は 15件となっており，前年と比較して，12件減少しています。      また，性犯罪の認知件数は平成 25（2013）年で 199件となっています。そのうち検挙件数は 123件となっており，全体の
61.8%となっています。 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

電話相談件数電話相談件数電話相談件数電話相談件数はははは 15151515 件件件件    

（注）平成19年度までは,女性労働者の中には男性労働者も含まれる。 資料：広島労働局雇用均等室調べ 

－29－ 

ＤＶＤＶＤＶＤＶ認知件数認知件数認知件数認知件数はははは上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向    
90 37 32 38 45 85 128 36 42 29 65 37 35 205 83 74 104 150 244 251 208 138 201 102 92 158 13 4 1 11 9 14 167 125 65 71 74 103 77 103 65 67 48 41 61 
462 245 171 213 269 432 456 360 249 298 226 179 268 

0100200300400500
平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25年度

(件) その他男性労働者女性労働者事業主



 

 

（「セクハラを受けた」と回答した従業員）複数回答  
6.010.111.6

5.78.7
87.683.883.580.687.985.5

2.91.5
5.43.43.1

9.39.7
1.83.0
1.63.31.5
2.7

0% 50% 100%平成23(2011)年度平成20(2008)年度平成23(2011)年度平成20(2008)年度平成23(2011)年度平成20(2008)年度
          職場職場職場職場におけるにおけるにおけるにおけるセクハラセクハラセクハラセクハラのののの有無有無有無有無のののの認識認識認識認識     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                本人本人本人本人ののののセクハラセクハラセクハラセクハラ被害被害被害被害のののの有無有無有無有無     

    

            

    

    

    

    

    

        セクハラセクハラセクハラセクハラのののの内容内容内容内容〔〔〔〔平成平成平成平成２２２２３３３３（（（（2020202011111111））））年度年度年度年度〕〕〕〕    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ４４４４    セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント                        

    

    

    

    パートを含む女性従業員の
15.1％，男性従業員の 10.8％が，セクシュアル・ハラスメント（53ページ参照）が「あった」，「あったと思う」と回答しています。 

   また，パートを含む女性従業員の 8.7％，男性従業員の 0.7％が「セクハラを受けた」と回答しており，内容では，女性従業員からは「不必要に身体を触られた」（53.2％）との回答が， 男性従業員からは，「容姿や体型について性的に話題とされた」（80.0％）との回答が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

パートパートパートパートをををを含含含含むむむむ女性女性女性女性のののの 8888....7777％％％％    男性男性男性男性のののの 0000....7777％％％％がががが「「「「セクハラセクハラセクハラセクハラをををを受受受受けたけたけたけた」」」」とととと回答回答回答回答    

（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 23（2011）年度）   広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 20（2008）年度） －30－ 

有無有無有無有無とととと内容内容内容内容    あった あったと思う なかった(なかったと思う) 無回答 事業主 女性従業員・ パート(女性) 男性従業員・ パート(男性) 

8.7
9.4

94.887.5
90.486.61.8

0.7
4.07.7
4.53.70% 50% 100%平成23(2011)年度（男性従業員，パート（男性））平成23(2011)年度（女性従業員，パート（女性））平成20(2008)年度（男性従業員，パート（男性））平成20(2008)年度（女性従業員，パート（女性）） 受けた 受けたことはない 無回答 

0.0 40.00.0 20.0 80.00.0 20.0 60.0

13.87.410.612.8 34.035.137.2 53.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90その他ヌード写真や雑誌を職場で見た性的な誘いを受けた酒席等でお酌やデュエットを強要された容姿や体型について性的に話題とされた執ように食事やデートに誘われた性的な話，質問をされた不必要に身体を触られた

(%)
女性従業員，パート(女性）男性従業員，パート（男性）



 

〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕 （「セクハラ防止対策を講じている」と回答した事業主）複数回答  

（「セクハラがあった」と回答した事業主，従業員）複数回答  セクハラセクハラセクハラセクハラのののの原因原因原因原因    〔〔〔〔平成平成平成平成 23232323（（（（2020202011111111））））年度年度年度年度〕〕〕〕    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            セクハラセクハラセクハラセクハラ防止対策防止対策防止対策防止対策のののの有無有無有無有無〔〔〔〔事業主調査事業主調査事業主調査事業主調査〕〕〕〕     

    

    

    

    

    

    

    

    

            セクハラセクハラセクハラセクハラ防止対策防止対策防止対策防止対策のののの内容内容内容内容    〔〔〔〔平成平成平成平成 22225555（（（（2020202011113333））））年度年度年度年度〕〕〕〕 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

 

 

 

 

 

 

  セクシュアル・ハラスメントが生じる主な原因は，事業主・従業員ともに，「依然として 男女や個人に意識の差がある」（事業主 54.6％，女性従業員
58.0％，男性従業員 56.6％， パート 50.1％）との回答が最も多くなっています。    

 

               事業主は男女雇用機会均等法（5 ページ参照）により， セクシュアル・ハラスメント 防止対策を講じるよう定められており，事業主の 37.7％が 防止対策を講じています。   内容では，「就業規則等への 禁止の明文化」が 69.8％と最も多く， 次いで「相談があった場合の迅速かつ適切な対応」が
51.3％となっています。 

防止対策防止対策防止対策防止対策をををを講講講講じているじているじているじている事事事事業主業主業主業主のののの割合割合割合割合はははは 33337.77.77.77.7％％％％    防止対策防止対策防止対策防止対策    

原原原原    因因因因    事業主事業主事業主事業主・・・・従業員従業員従業員従業員ともにともにともにともに，，，，依然依然依然依然としてとしてとしてとして男女男女男女男女やややや個人個人個人個人にににに意識意識意識意識のののの差差差差があることががあることががあることががあることが原原原原因因因因とととと回答回答回答回答 

－31－ 
（注）調査対象は，広島県内の本所事業所 2,500 社（平成 11（1999）年度は 2,000 社） 及びそこに勤務する女性従業員，男性従業員，パート各 2,500 人（平成 11（1999）年度は 2,000 人） 資料：広島県「広島県職場環境実態調査」（平成 23（2011），24（2012），25（2013）年度） 広島県「広島県働く男女の雇用環境実態調査」（平成 11（1999）年度）     

講じている 講じていない 検討中 無回答 3.7 9.5 6.7 9.0 13.1 23.0 36.1 46.5 50.1 

4.2 10.3 9.1 10.3 13.5 28.5 44.2 45.5 56.6 

3.6 8.7 5.9 15.9 18.6 30.9 42.5 50.9 58.0 

3.6 7.4 8.0 9.0 16.0 21.9 43.2 45.6 54.6 

0 10 20 30 40 50 60その他会社の防止対策が図られていない女性の意識が低い被害者が毅然とした態度をとっていない固定的な男女の役割分担にとらわれている職場で男女を対等なパートナーとしてみていない男性の意識が低い性的言動を不快に思うことを分かっていない依然として男女や個人に意識の差がある

(%)
事業主女性従業員男性従業員パート

37.7 34.0 22.7 60.0 52.6 52.0 13.0 20.8 2.4 0.44.4 
0% 50% 100%25年度(2013)24年度(2012)平成11(1999)

2.2 11.3 14.5 17.9 18.9 27.0 29.9 30.8 33.0 51.3 69.8 

0 10 20 30 40 50 60 70その他研修会の開催社内報やパンフレット等広報啓発資料の作成・配布相談や事実関係の確認協力を理由に不利益取扱いを行わないことを定めて周知再発防止措置行為者に対する懲戒処分の明文化事実関係が判明した場合の適切な措置の実施相談者・行為者等のプライバシーの保護相談窓口の設置相談があった場合の迅速かつ適切な対応就業規則等への禁止の明文化

(%)



 

２２２２    県県県県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする指標指標指標指標    

    項  目 数  値 全国 順位 
(注 1) 

調査時点 出 典 本 県 全 国 総人口  2,873,603 人 128，373，879 人 12 平成 25 

(2013)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 

(注 2)  

女 性 1,484,586 人 65,785,075 人 12 男 性 1,389,017 人 62,588,804 人 12 ６５歳以上人口   722,034 人 30,968,259 人 11 平成 25 

(2013)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 

(注 2) 

 

女 性  416,498 人 17,689,080 人 11 男 性  305,536 人 13,279,179 人 12 １５歳未満人口   389,699 人 16,778,976 人 12 

 

女 性  189,794 人 8,177,789 人 12 男 性  199,905 人  8,601,187 人 12 世帯数  1,266,881 世帯 55,577,563 世帯 11 
平成 25 

(2013)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 

(注 2) １世帯当たり人員 2.27 人 2.31 人 36 
平成 25 

(2013)年 
3月 31日 総務省 「住民基本台帳人口要覧」 

(注 2) ３世代同居率 5.5％ 7.1％ 40 
平成 22 

(2010)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 平均寿命 ― ― ― 平成 22 

(2010)年 厚生労働省 「都道府県別生命表」  

女 性 86.94 歳 86.35 歳 6 男 性 79.91 歳 79.59 歳 12 平均初婚年齢  ― ― ― 平成 25 

(2013)年 厚生労働省 「人口動態統計 月 報 年 計 」（概数）  

女 性 28.9 歳 29.3 歳 20 男 性 30.4 歳 30.9 歳 30 婚姻率（人口千対） 5.2 人 5.3 人 10 離婚率（人口千対） 1.80 人 1.87 人 24 －32－ 



 

 

（注１） 全国順位は，全都道府県の数値を降順に並べ替えたものの順位である。 （注２） 平成 24 年 7 月 9 日から住民基本台帳法の適用対象となった外国人が含まれる。 （注３） 全日制･定時制高校の卒業生に限定した進学率である。 

項  目 数  値 全国 順位 
(注 1) 

調査時点 出 典 本 県 全 国 出生率（人口千対） 8.8 人 8.2 人  7 平成 25 

(2013)年 厚生労働省 「人口動態統計 月 報 年 計 」（概数） 合計特殊出生率  1.57 人 1.43 人 11 死亡率（人口千対） 10.4 人 10.0 人 32 就業率 55.0％ 54.1％ 20 平成 22 

(2010)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 

 
女 性 45.5％ 44.7％ 22 男 性 65.5％ 64.1％ 18 共働き率 44.6％ 43.5％ 31 

平成 22 

(2010)年 
10月 1日 総務省 「国勢調査」 月間総実労働時間数 （事業所規模５人以上） 149.2 時間 147.1 時間 28 平成 24 

(2012)年 厚生労働省 「毎月勤労統計調査年報」  
女 性 128.3 時間 127.5 時間 33 男 性 166.2 時間 162.6 時間 18 月間現金給与総額 （事業所規模５人以上） 294.8 千円 314.1 千円 16 

 

女 性 189.9 千円 206.2 千円 33 男 性 379.8 千円 400.5 千円 13 平均勤続年数  11.7 年 11.9 年 33 平成 25 

(2013)年 厚生労働省 「賃金構造基本統計調査結果」  
女 性 9.4 年 9.1 年 23 男 性 12.9 年 13.3 年 35 高等学校等進学率  98.0％ 98.4％ 40 平成 25 

(2013)年度 文部科学省 「学校基本調査」  
女 性 98.2％ 98.7％ 44 男 性 97.8％ 98.1％ 36 大学等進学率(注 3) 60.4％ 53.2％  3 

 
女 性 62.4％ 55.5％  3 男 性 58.4％ 50.9％  4 

－33－ 



    


